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 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ 

 
当社は、平成１８年５月１６日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する

基本方針」を決議いたしました。このたび、「財務報告に係る内部統制」の体制整備をはじめ、

内部統制を更に強化を図る目的で、平成２０年１１月１４日開催の取締役会において、「内部統

制システムの整備に関する基本方針」を下記のとおり改定することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 
 

 記 
 
当社グループ会社の企業価値の継続的な向上を図るために、内部統制システムの構築・

整備を経営の重点課題と位置づけ、特にコンプライアンス及びリスク管理の整備に取り組

んでまいりました。今後も、内部統制委員会をコアの組織とし、内部統制システムの維持・

改善を継続的に推進してまいります。 
 
１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
（１） コンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル（行動規範）を定め、役員

及び従業員の行動や判断、評価についての基準となるべき原則を示し、全役員及び全従

業員に周知徹底しています。 
（２） コンプライアンス管理規定に基づき、経営管理部がコンプライアンスに関する事項を一

元管理し、コンプライアンス体制の構築と推進及び管理を実践しています。 
（３） 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通

報・相談窓口」を設置し未然防止に努めています。また、情報提供者に対しては「内部

通報処理規定」に基づき不利益な扱いを行わない等の保護をしています。 
（４） 代表取締役社長直属の内部監査室を設けて、コンプライアンスの遵守状況を含めた内部

監査を年間計画に基づいて計画的に実施しています。 
（５） 会社の重要な業務執行に関する事項は、月１回の定例取締役会及び臨時取締役会で決定

しています。また、取締役会は、取締役の業務執行状況を監督しています。 



（６） 監査役は取締役会で必要に応じ意見を述べ、また、取締役の職務執行状況に対し必要に

応じて改善を助言しています。 
（７） 反社会勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢

で対応していきます。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
（１） 代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括す

る責任者に総務部担当取締役を任命しています。 
（２） 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、「取締役の職務執行に関する文書管

理規定」に定め、これにより文書または電磁的媒体に記録し保存・管理しています。 
（３） 取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧することができます。 
 
３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制 
（１） リスク管理活動における基本目的と行動指針を定めたリスク管理基本方針を全役員

及び全従業員に周知徹底させています。 
（２） 取締役会で、リスク管理規定を制定し、重点管理リスクのリスク種類ごとの管理部

署及び緊急時の対応等を定めています。 
（３） 経営管理部は、全社的なリスク管理体制の構築と運用を行い、当社グループ全体の

リスクを網羅的・統括的に管理していきます。 
（４） 監査役及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況の有効性及び適切性について監

査を行っています。 
 
４．財務報告の適正性を確保するための体制 
（１） 当社グループの財務報告の適正性を確保するために、「内部統制規定」「内部統制の

整備・運用及び評価の基本方針書」に基づき、内部統制の整備・運用を行い有効性

の評価を行っていきます。 
（２） 内部統制委員会の構築・運用チームが中心となり、当社グループの財務報告の適正

性を確保するために必要な体制の整備・運用を図っていきます。 
 
５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（１） 取締役が効率的に職務を執行するために、業務分掌および職務権限に関する規定に

基づき職務権限と担当業務を明確にしています。 
（２） 毎月開催される取締役会で、業績・業務執行のレビューを行い経営目標の達成状況

及び課題等を把握することで、効率的な業務遂行を図っています。 
（３） 経営目標に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、意思決定の迅速化・

効率化を図るため、常務会で十分協議・検討した上で取締役会に付議を行います。 
 
 



６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
（１） 当社は各子会社を管轄する部署を定め、子会社の代表取締役から業務執行・財務状

況等について定期的に報告を受けています。 
（２） 子会社の代表取締役から、事業活動に関する重要な意思決定及び重大な影響を及ぼ

す事項の報告を適時受け、必要があるときは助言を行います。 
 
７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 
（１） 現時点では、監査役の職務を補助する使用人は置いていませんが、監査役から要請

された場合には、監査役と協議して設置します。 
（２） 監査役の補助者を置いた場合には、取締役からの独立性を確保するため、人事考課

及び人事異動は監査役と協議して行います。 
  

８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体 
  制 
（１） 取締役及び使用人は監査役の要請に応じて、会社の事業状況及び内部統制システム

の整備・運用状況の報告を行います。 
（２） 内部監査室が行った監査結果や「内部通報・相談窓口」の通報・相談状況について

報告を行います。 
（３） 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、重大なコンプラ

イアンス違反及び不正行為の事実を知ったときには、速やかに監査役に報告を行い

ます。 
 
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
（１） 代表取締役社長等で構成される常務会メンバーとの定期的な会合を持ち、意見交換及

び意思の疎通を図ります。 
（２） 会計監査人と定例ミーティングを実施し情報交換を行っています。 
（３） 内部監査室と連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。 
 

 
 

以  上 


